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  はじめに  
室戸市は、全国に先駆け急激な少子化・人口減少社会を迎えており、「児童生徒

数の減少に伴う保育所及び小中学校の適正規模・適正配置」及び「予想される  

南海トラフ地震での子ども達や教職員の安全確保」の大きな教育課題に直面して

います。 

学校教育は、将来のまちづくりの担い手である児童生徒を育てる営みであり、

これからのまちづくりの在り方と密接に関係しています。 

少子化・人口減少社会に対応した教育の推進及び南海トラフ地震から児童生徒

の命を守ることを通して、「ふるさとを愛し、心豊かでたくましく、生きる力を  

育む教育」を将来にわたって保障しなくてはなりません。 

こうしたことから、本市では令和２年度に学識経験者、教育関係者、保護者  

などで組織する「室戸市保育所及び学校適正規模・適正配置等検討委員会」を  

設置し、保育所及び小中学校の今後のあり方について検討していただき、令和  

３年１２月に報告書の提出を受けました。 

この報告書に示された考え方を踏まえ、令和４年１月に「室戸市保育所及び  

学校適正規模・適正配置基本計画」を策定し、その後各地域において現在の   

受益者の児童生徒の保護者、将来の受益者となる就学前の保護者及び地域住民の

方たちとの意見交換会を実施しました。 

意見交換会では「適正規模・適正配置基本計画」について、賛否両論、様々な

ご意見をいただきました。こうしたご意見も踏まえ、本市における児童生徒に  

とって望ましい保育所・小中学校の在り方について、ここに「室戸市保育所及び

小中学校適正規模・適正配置実施計画」を策定します。 
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第１章 実施計画の概要 

 １ 実施計画の目的 

   本計画は、本市の急激な少子化・人口減少による児童生徒数の減少に伴う教育

課題への対応及び近い将来発生が予想される南海トラフ地震から子どもたちの

命を守るため、長期的な視点に立って、児童生徒にとって望ましい保育所・   

小中学校の在り方を実現することを目的としています。 

  

２ 実施計画の位置づけ及び計画期間 

 （１）位置づけ 

    本計画は、「室戸市総合振興計画（令和３年度～令和１１年度）」、「第３期  

室戸市教育振興基本計画（令和３年度～令和７年度）」及び「室戸市保育所及び

学校適正規模・適正配置基本計画（令和４年１月策定）」に基づいた計画と  

します。 

  

 （２）計画期間 

    本計画の期間は、令和５年度から令和９年度までの５年間とします。 

 

 （３）計画の見直し 

本計画は、今後、教育制度の変更や社会情勢の変化などが生じた場合には、

必要に応じて方針や期日などを見直すものとします。 
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第２章 室戸市の出生数、保育所及び小中学校の現状 

１ 地区別の出生数の推移（平成３０年度～令和４年度） 

 

 

２ 保育所の年齢別入所者数の推移（令和５年５月時点） 
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３ 小学校の児童数の推計（令和５年度～令和１０年度） 

 

 

４ 中学校の生徒数の推計（令和５年度～令和１０年度） 
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第３章 適正規模・適正配置に向けた基本的な考え方 

１ 目指す子ども像・学校像の考え方 

室戸市教育振興基本計画の「ふるさとを愛し、心豊かでたくましく、生きる

力」を育む教育を基本とし、児童生徒の「確かな学力」「豊かな心」「健やかな

体」を育み、知・徳・体のバランスの取れた豊かな人間性を養うことができる

学校を目指します。 

統合校の具体的な目指す子ども像・学校像、教育課程などは、それぞれの  

学校の校長先生を中心に協議し、最終的に統合時の校長先生が決定します 

 

２ 学校の歴史や伝統・文化の継承の考え方 

各校の歴史や伝統は継承されるべきものであり、児童生徒が自分の地域の 

伝統を紹介したり、他の地域の伝統を学んだりすることは大切な事であり、 

教育計画に取り入れて学習していきます。また、地域学校協働本部や学校運営

協議会なども設置されていますので、地域の方が学校教育に関わる場を増やし

ていきます。 

 

 ３ 適正な学校規模の考え方 

    適正規模校の国の基準は、小学校が１２学級以上１８学級以下、中学校が  

１２学級以上１８学級以下となっていますが、室戸市の現状に合った小中学校

の望ましい学校規模については、下表を基本とします。 

 

校種 １学級 １学年 １学校 

小学校   ２０人以上    １学級以上  １２０人以上 

中学校   ２０人以上    ２学級以上  １２０人以上    
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４ 災害に強い学校施設の考え方 

    地震や津波の災害に対して、学校施設が果たすべき役割は、その施設を   

利用する児童生徒や教職員の安全確保です。本市の保育所及び小中学校は、  

２保育所、４小学校、３中学校が予想される南海トラフ地震による津波の浸水

が想定される地域にあります。このため、校地の海抜や海岸からの距離、学校

周辺の緊急避難場所や避難経路の有無、浸水想定区域や想定浸水深、想定津波

到達時間などを総合的に判断し、高台移転や統廃合を行います。 

 

５ 統合中学校の施設の考え方 

新しい時代の学校教育を支える教育環境、バリアフリーなどに配慮し、  

全ての生徒が安心安全に学校生活を過ごすことができるような施設環境、 

少人数指導などの多様な学習形態に対応できる教育環境づくりを行います。 

体育の武道の選択種目（相撲・柔道・剣道）が実施できる環境、部活動の 

増設による部室や更衣室など、具体的な施設は、設置される協議組織で検討

していきます。また、学校施設は、児童生徒や地域住民の緊急避難場所として

の役割を担っており、地域の方の意見を取り入れながら、避難所となる防災

機能の整備を行います。   



- 6 - 

 

第４章 適正規模・適正配置の実施について   １ 保育所について 

保育所は集団生活の第一歩となるコミュニティであり、保育所で信頼できる

大人とのコミュニケーションやふれあいを通して得られる心の安定は、その後

の子ども達の育ち、特に社会性の発達に大きく影響します。また、家庭や地域

と連携しながら入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に

対する支援を行う役割を担っていることから、当面の間、統合は行いません。 

今後、各保育所に入所する子ども達の人数や地域の状況により、必要に   

応じて適正規模・適正配置の検討を行っていきます。 

    

保育所名 今後の考え方 

公立 

佐喜浜保育所 ○当面の間、統合しません 

大 谷 保 育 所 ○当面の間、統合しません 

羽根昭和保育所 

○当面の間、統合しません 

 

○高台移転を行う場合は、中学校の統合後に、現在

の羽根中学校の跡地に移転を検討します。 

 

 

２ 小学校について 

学校は、地域を理解し、地域の取り組みに参画することにより「故郷を   

愛する子どもたちを育てる」という大きな役割を担っています。また、地域  

住民は、「地域の子どもは地域で育てる」という思いで学校を支えており、特に

小学校は地域に欠くことのできない存在です。当面の間、統廃合は行いません

が、急激な児童数の減少が想定されており、今後、学校の適正規模・適正配置

の検討は避けられません。 

また、学校施設は、地震や津波の災害に対して、「その施設を利用する児童や

教職員の安全確保」と「地域住民にとって緊急避難場所」としての役割を   

担っていますので、浸水想定水位、避難場所への経路や距離、急傾斜地の有無

などを総合的に判断し、児童や教職員の安全が確保できないと考えられる場合

は高台移転・統廃合を行います。 
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学校名 現状の課題及び今後の考え方 

佐喜浜小学校 ○現在地に存続します 

室戸小学校 ○現在地に存続します 

元 小 学 校 

○敷地は予想水位が 3ｍ～5ｍ、南側は 5ｍ～10ｍ、児童や   

教職員の安全確保が難しく、避難経路の水没なども心配  

されます 

 

○校舎北側の斜面は土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）

に指定されています 

 

○長期に渡って学校の再開が困難となることが予想されます 

 

○令和７年度からの室戸小学校への統合を検討します 
吉良川小学校 ○現在地に存続します 

羽根小学校 

○敷地は予想水位が 2ｍ～3ｍ、周辺の地域は 3ｍ～5ｍであり、

児童や教職員の安全確保が難しく、避難経路の水没なども 

心配されます 

 

○長期に渡って学校の再開が困難となることが予想されます 

 

○中学校統合後に羽根中学校の跡地に高台移転します 

 

 

３ 中学校について 

各中学校は、南海トラフ地震での生徒や教職員の安全確保に加えて、学級数

や教職員数が少なくなることによる教育課題が顕著に見られています。大人へ

の過渡期にある中学生の「生きる力」を育てるためには、一定規模の生徒の  

集団を確保し、教職員を経験年数や専門性などについてバランスよく配置する

必要があります。 

学校施設は広い敷地が必要であり、室戸市内には学校の施設が確保できる 

場所が限られています。室戸高校の体育館、運動場の併用も検討しながら、  

室戸高校周辺を候補地とした統合中学校の高台への整備を行います。 

令和１０年４月１日から羽根中学校、吉良川中学校、室戸中学校、佐喜浜  
中学校の生徒の通学開始を予定としています。   
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○統合した場合の生徒数・教職員数の見込み      ※令和１０年度の推計 
生徒数 １４４人 各学年２学級 １学級２４人 

学級数 ９ 通常の学級６  特別支援学級３ 

教員数 

（校長を含む） 
１５人 

○教員１５ 

（通常の学級１１＋特別支援学級３＋統合加配１） 

※養護教諭１・事務職員１が配置 

※特別支援学級は障害種別の学級数に応じて加算  
学校名 現状の課題及び今後の考え方 

佐喜浜中学校 

○学級数や教職員数の減少による教育課題が顕著に見られ

ます 

 

○統合中学校に統合します 
室 戸 中 学 校 

○敷地は予想水位が 5ｍ～10ｍ、避難経路の水没なども心配

され、児童生徒や教職員の安全確保に課題があります 

 

○長期に渡って学校の再開が困難となります 

 

○統合中学校に統合します 

吉良川中学校 

○敷地は予想水位が 3ｍ～5ｍ、海岸線との間の地域は 5ｍ～

10ｍであり、避難経路の水没なども心配され、生徒や  

教職員の安全確保に課題があります。 

 

○避難場所としている校舎北側の斜面は、土砂災害特別警戒

区域（急傾斜地の崩壊）に指定されています 

 

○長期に渡って学校の再開が困難となります 

 

○学級数や教職員数の減少による教育課題が顕著に見られ

ます 

 

○統合中学校に統合します  

羽 根 中 学 校 

○学級数や教職員数の減少による教育課題が顕著に見られ

ます 

 

○統合中学校に統合します 
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○児童生徒数、教職員が増えることにより学校でできること 

 

 ・児童生徒同士の人間関係、児童生徒と教員との人間関係に配慮した学級編成が 

できるので、人間関係の固定化を防ぐことができる。 

 

 ・多様な考えや意見に触れる機会が増え、集団の中で社会性を養うことができる。 

 

 ・運動会、文化祭、遠足、修学旅行などの集団活動、体育の球技や音楽の合唱・   

合奏のような集団学習で活性化が図れる。 

 

 ・ティームティーチング、習熟度別指導などの多様な指導方法を行うことにより、

個に応じたきめ細かな指導と集団の相互作用を活かした指導の両立ができる。 

 

 ・免許、経験年数、専門性などのバランスの取れた教員配置やそれらを活かした  

指導の充実を図ることができる。 

 

 ・中学校では、各教科の免許を持つ教員を配置しやすくなる。 

 

 ・生徒のニーズに応じて、ある程度の部活動数が確保できる。      
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４ 今後のスケジュール 
年

度 
適正規模・適正配置計画 学校づくり 施設整備 

令

和

５

年

度 

・適正規模・適正配置実施

計画（案）策定 

・各地区説明会 

・実施計画策定 

・（仮称）学校のあり方 

検討委員会設立 

・移転候補地選定 

・用地交渉 

・鑑定・測量・地質  

調査業務実施 

令

和

６

年

度 

 
・（仮称）学校のあり方 

検討委員会開催 

・用地取得・登記 

・造成設計 

・基本構想・基本計画

策定 

令

和

７

年

度 

 

 

・（仮称）開校準備委員会

設立 

 

・実施設計策定 

・用地造成工事 

・建築工事 

令

和

８

年

度 

 

・（仮称）開校準備委員会

開催 

・児童生徒、教職員交流 

・建築工事 

令

和

９

年

度 

 

・（仮称）開校準備委員会

開催 

・児童生徒、教職員交流 

・建築工事 

令

和

10

年

度 

統合中学校としてスタート 

＊（仮称）学校のあり方検討委員会及び（仮称）開校準備委員会の概要については、

第６章 統合に向けた学校づくり等の推進体制（Ｐ１２）参照 
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第５章 学校統廃合について配慮すべき事項 

 １ 教育環境への配慮 

（１）統合に対する保護者・児童生徒の不安への対応 

児童生徒や教職員の事前の交流や体験活動などを実施し、統合後の友人関係

などの不安解消、落ち着いた学校生活が過ごせるように取り組みます。また、

多様な課題を抱える児童生徒の支援として、少人数指導、校内適応教室、特別

支援学級などのあり方や、スクールカウンセラー、養護教諭の相談活動や個に

応じた支援のための人的な配慮として、各中学校から統合時に何人かの教員の

異動も行うなど、統合に伴う保護者・児童生徒の不安への対応について、（仮称）

学校のあり方検討委員会などで検討していきます。 

 

（２）児童生徒、教職員の意見 

教育環境は様々な経験や知識を持ち、総合的に判断する必要があり、大人が

責任を持って判断、整備をする必要があります。統合によって活力ある学校 

づくり、魅力ある学校づくりを目指し、特色ある教育活動、教育環境の整備を

進めます。教育活動や部活動、制服などについて、教職員や児童生徒の意見を

活かしていきます。 

 

（３）通学距離、通学時間、通学路 

通学距離は小学校でおおむね４ｋｍ以内、中学校はおおむね６ｋｍ以内が 

適正とされています。通学時間の差は現時点でも生じており、やむを得ません

が、スクールバスの台数やコース等などについて配慮し、例えば、直通便を  

つくるなどの運用を工夫して対応します。また、公共交通機関の利用も検討 

します。 

通学路は、毎年、点検を行い少しずつではありますが改善が進んでおり、  

今後も通学中の避難場所の確保を行い、安全に通学できる環境を整えます。 

また、通学路での交通事故や犯罪を防止するために警察署などの関係機関と 

連携し、必要な交通規制や道路標識の設置、地域の見守り活動などの十分な 

調整を行います。 

 

（４）統合中学校の制服、部活動などについて 

児童生徒の意見を参考にしながら、制服や体操服など、生活全体での見直し

を行います。男女のブレザーの導入、女子生徒のズボンの選択制などが考え 

られます。統合時の生徒は、今の制服や体操服をそのまま着用し、入学生から

新しい制服や体操服に移行する予定です。 

部活動は児童生徒の意見を参考にして、部活動数や用具の準備を行います。

部活動は地域へ移行する方針が国から示されており、関係団体とも協議して 

まいります。 
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２ 統廃合後の地域への配慮 

（１）統廃合後の地域への支援 

   学校の統廃合により、これまであった学校がなくなる地域が出てきます。 

今後、行政と地域の方が協議をし、地域が活性化できる仕組みを作っていく 

ことが大事になってきます。子どもたちが、これまでの学校単位として地域の

行事に参加することは難しくなる可能性もありますが、元の学校区を単位と 

して、地域の子どもたちがこれまでどおりの地域行事への参加や社会活動を 

行うことは可能だと考えます。また、地域学校協働本部や学校運営協議会など

の取組により、これまで培ってきた地域と学校が協働しながら子どもたちの 

豊かな成長を支えていく仕組みを今後も地域に残していく必要があります。 

    

（２）学校跡地の活用 

統廃合後の校舎、体育館、グラウンドなどの施設については、防災、社会   

教育、市民スポーツ等の観点からの活用も含め、市全体の検討課題であり、  

地域の方々のご意見も伺いながら検討していきます  
第６章 統合に向けた学校づくり等の推進体制 

 １ （仮称）学校のあり方検討委員会 

  （１）協議内容 

     統合中学校の目指す子ども像・学校像、学校の歴史や伝統・文化の継承、

適正な学校規模の考え方、南海トラフ地震への対策、統合中学校の施設の 

考え方及び統合に伴う配慮を要する事項への対策について協議を行います。 

 

  （２）構成メンバー 

      学識経験者・学校関係者・保護者・地域住民・行政 

 

  （３）設置期間 

      令和５年１１月～令和７年３月 

 

 ２ （仮称）開校準備委員会 

  （１）協議内容 

     生徒や教職員の事前交流のあり方や校名・校章・校歌・制服・通学路等の

安全確保・地域との交流など、統合中学校のより良い教育環境に向けた協議

を行います。 
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  （２）構成メンバー 

     学校関係者・生徒代表・保護者・地域住民・行政 

 

  （３）設置期間 

     令和７年５月～令和１０年３月 

 

◎参考：統合中学校の高台整備について 

   ○現時点での統合中学校の概算の整備費用の見込みは下表のとおりです。 

（令和５年３月第２回室戸市議会定例会一般質問答弁より） 

 費目 金額 

事業費 

用 地 費 １億３千万円 

校 舎 建 築 費 ２０億円 

体 育 館 及 び プ ー ル １０億円 

合 計 ３１億３千万円 

財 源 

国 庫 補 助 金 １５億 6千５百万円 

起 債 （ 借 金 ） １５億 6千５百万円 

起債（借金）返済のうち 

市 の 実 質 負 担 額 

４億８千万円 

（４千万円×１２年間） 

 ＊起債（借金）の返済額のうち７割分は国の交付税措置がありますので、市の

実質負担額は３割分の４億８千万円になります。 

 

   ○施設整備の候補地は、統合後の生徒数、教職員数を満たす学校施設が整備で

きる面積が確保でき、アクセスやインフラ整備等において最適な用地を室戸

高校周辺で選定します。 


